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平成 18 年度第 9 号

通 算 第 4 4 0 号

平成 18 年 12 月 18 日

━給与構造の改革等について━ 

 

12 月 8 日 18 時から 19 時まで、労働福祉会館大会議室において、給与構造の改革にかか

る課題を中心に交渉を行った。交渉に先立ち、別紙１のとおり、給与構造の改革に係る改

正後の給料表を提示した。 

なお、「定年・希望退職する職員に対するライフプラン研修制度の廃止について」等、

別紙２～５のとおり、新たな提案を行ったが、組合側は、給与構造の改革をはじめ、退職

手当制度の見直し、給与削減措置など、すでに数多くの協議事項を抱えるなかで、さらな

る追加提案については、十分な協議を行うことが出来ないとし、協議を先送りする姿勢を

示したため、具体的な話し合いは行われなかった。 

 

 給与構造の改革に係る給料表の改正について               別紙１

定年・希望退職する職員に対するライフプラン研修制度の廃止について   別紙２

 下肢障害者の通勤にかかる地域手当の加給の廃止について         別紙３

 職員団体の活動に係る職免基準の見直しについて             別紙４

 専従休職者の復職時の給与調整の見直しについて             別紙５

 

尼崎市役所総務局

職員部給与課 

＝尼崎市職員労働組合との交渉状況＝
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◎具体的な交渉内容 

１ 給与構造の改革について 

課題の要旨 

9 月 29 日の交渉時に「給与構造の改革にかかる給料表の改正等について」の提案説明

のなかで、平成 19 年度からの給与構造の改革の概要を示したが、今回の交渉において、

改正後の行政職給料表を提示し、具体的な協議を行った。 

主な質疑の内容 

組合の主張 当局の回答 

 給与構造の改革による国家公務員の行政

職俸給表(1)の平均改定率は▲4.8％であ

る。それに対して、提示された給料表の改

定率は▲6％近い影響が出る。 

これまでの給与改定は、国と同率の改定

率であり、国を大きく上回る引下げは到底

容認できない。 

給与構造の改革による給料表の改正の特

徴の一つとして、昇給カーブのフラット化

があり、その結果、若年層の引下げは小さ

く、高年齢層の引下げは大きくなる。 

給料表については、これまでと同様、国

の給料表に対応した改正を行っており、職

員の年齢分布の違いにより、結果として改

定率の違いが生じるものである。 

これだけ大幅な引下げとなると、仮に現

給保障措置が講じられたとしても、50 歳以

上の職員の大多数は、退職まで給料が昇給

しないこととなる。 

職員のモチベーション維持のためにも、

各級の最高号給を国にならって、２～３号

程度継ぎ足すべきではないか。 

国家公務員の行政職俸給表(1)におい

て、最高号給に継ぎ足しを行ったのは、給

料表の枠外に分布する約半数を枠内に収め

ることを意図したものである。 

本市行政職給料表の適用者においては、

主任の再格付け試験未受験者等を除き、枠

外に分布する職員は存在しないため、号給

を継ぎ足す根拠はない。 

 平成 12 年度の昇給延伸について、勤続

25 年以上の者は復元をされていない。この

ような課題を放置したままでは、議論を進

めることは出来ない。 

 平成 12 年度の昇給延伸に係る課題につ

いて協議を行うことは拒否しないが、当局

としては勤続 25 年特別昇給の廃止と併せ

て、既に解決済みであると認識している。 

  課題解決への方向性 

  今回の交渉で提示した行政職給料表を基本に、昇格対応号級表の検討等、給与構造の

改革に係る詳細については、賃金小委員会の場で引き続き協議していくこととした。 
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２ 平成 19 年度の給与削減措置について 

課題の要旨 

平成 19 年度にかかる給与削減措置の実施について協議を行った。 

主な質疑の内容 

組合の主張 当局の回答 

提案では、平成 19 年度 1 年限りの削減

措置継続となっているが、平成 20 年度以

降については、削減措置を行わない保障は

あるのか。 

 今回の提案は、現行の再建プログラム期

間中の取組として提案したものである。 

 平成 20 年度以降の削減措置について

は、次期再建プログラム策定作業中の現段

階では何とも言えない。 

当初 2 年間の計画であった給与削減措置

の延長についての当局の説明は、平成 19

年度の再建プログラム期間中までだったは

ずだ。平成 20 年度以降も削減措置を計画

しているのであれば、平成 19 年度の削減

措置は、一旦解除するべきではないか。 

ラスパイレス指数 100 以下の水準維持が

出来なくなるため、平成 19 年度について

給与削減措置の解除は出来ない。 

  課題解決への方向性 

  引き続き協議していくこととした。 

 

３ あこや学園の合理化について 

課題の要旨 

平成 18 年 4 月 1 日より、施設の管理運営を指定管理者に代行させているあこや学園

の運営状況について、組合が確認を求めた。 

主な質疑の内容 

組合の主張 当局の回答 

指定管理者である社会福祉事業団におい

て、平成 19 年度の本市職員の引上げに伴

う事業団職員の配置については、正規職員

1 名・30 時間嘱託員 5 名とすると聞いてい

る。元々の交渉経緯では、正規職員 5 名を

配置することが約束だったはずだ。 

 現時点で、そのような事実は確認してい

ない。早急に事実確認を行ったうえ、適切

に対処したい。 

  課題解決への方向性 

  早急に事実確認を行ったうえ、支部での協議を行っていくこととした。 （以 上） 
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別紙１

給与構造の改革に係る給料表の改正について（メモ） 

H18.12.8 

 

１ 提案内容 

  平成 18 年 9 月 29 日の交渉時に示した「給与構造の改革にかかる給料表の改正等につ

いて（メモ）」の提案内容に即し、尼崎市職員の行政職給料表を別紙のとおり改定する。 

 

２ 実施日 

平成 19 年 4 月 1 日 

 

以 上  

（給与課） 
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行政職給料表（平成 19 年 4 月 1 日以降） 
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別紙２

定年・希望退職する職員に対するライフプラン研修制度の廃止について（メモ） 

H18.12.8 

 

１ 廃止理由 

  当該制度は、「永年勤続休暇」的な取扱いとなっており、職務専念義務の免除として

の取扱いは馴染まないことから廃止する。 

 

２ 廃止時期 

平成 20 年度退職予定者より廃止 

 

以 上  

（給与課） 
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別紙３

下肢障害者の通勤に係る地域手当の加給の廃止について（メモ） 

H18.12.8 

 

１ 廃止理由 

  下肢障害により通常の交通機関を利用して通勤することが不可能又は著しく困難なた

め、身体障害者用改造車を常例として利用し、通勤している職員に対して地域手当の加

給を行っているが、地域の民間賃金水準を反映させるための地域手当の趣旨から適切で

なく、また通勤手当としての支給も困難であるため、当該加給を廃止する。 

 

２ 廃止時期 

平成 19 年 4 月 1 日 

 

以 上  

（給与課） 
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別紙４

職員団体の活動に係る職免基準の見直しについて（メモ） 

H18.12.8 

 

１ 見直しを行う理由 

職員団体の活動に係る職務専念義務の免除について、制度本来の趣旨を踏まえ、承認

基準の見直しを行う。 

 

２ 見直し内容 

  承認対象を以下のとおりとする。 

 ⑴ 団体交渉 

⑵ 支部との話し合い 

⑶ 現業評議会との話し合い 

 

３ 実施日 

平成 19 年 4 月 1 日 

 

以 上  

（給与課） 
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別紙５

専従休職者の復職時の給与調整の見直しについて（メモ） 

H18.12.8 

 

１ 見直し内容 

  職員団体への専従休職者にかかる復職時の給与調整に係る算定式を改める。 

 

現行 改正後 

復職時に専従休職期間の 3/3 を在職期

間として調整 

復職時に専従休職期間の 2/3 を在職期

間として調整 

 

２ 実施日 

平成 19 年 4 月 1 日以降の専従休職期間について適用する。 

 

以 上  

（給与課） 

 


